
県
工
事
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

備

考

第
一
条
～
第
三
条

略

第
一
条
～
第
三
条

略

（
検
査
員
）

（
検
査
員
）

第
四
条

略

第
四
条

略

２

略

２

略

３

専
門
検
査
員
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
職
員
（
技
術
主
任

３

専
門
検
査
員
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
職
員
（
技
術
主
任

地
方
公
務
員

主
査
及
び
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
務
員
法

主
査
及
び
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
地
方
公
務
員
法

法
の
改
正
に

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項

伴
う
改
正

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以

又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以

下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
及

下
「
再
任
用
職
員

」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
及

び
知
事
が
任
命
す
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

び
知
事
が
任
命
す
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

４
・
５

略

４
・
５

略

第
五
条
～
第
十
五
条

略

第
五
条
～
第
十
五
条

略

附

則

略

附

則

略

別
表
第
一

略

別
表
第
一

略

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

地
方
機
関

職

員

地
方
機
関

職

員

地
方
振
興
事

農
業
農
村
整
備
部
、
林
業
振
興
部
及
び
水
産
漁
港
部

地
方
振
興
事

農
業
農
村
整
備
部
、
林
業
振
興
部
及
び
水
産
漁
港
部

地
方
公
務
員

務
所

の
技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員

務
所

の
技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員

法
の
改
正
に

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に

伴
う
改
正

地
域
事
務
所
の
農
業
農
村
整
備
部
及
び
林
業
振
興
部

地
域
事
務
所
の
農
業
農
村
整
備
部
及
び
林
業
振
興
部

の
技
術
を
担
当
す
る
職
員
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の

の
技
術
を
担
当
す
る
職
員
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の

職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時

職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員



間
勤
務
職
員
に
限
る
。

に
限
る
。

王
城
寺
原
補

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

王
城
寺
原
補

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

償
工
事
事
務

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

償
工
事
事
務

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

所

あ
つ
て
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限

所

あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員

に
限

る
。

る
。

土
木
事
務
所

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

土
木
事
務
所

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員

あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員

又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。

又
は
再
任
用
職
員

に
限
る
。

港
湾
事
務
所

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

港
湾
事
務
所

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限

あ
つ
て
は
、
再
任
用
職
員

に
限

る
。

る
。

ダ
ム
総
合
事

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

ダ
ム
総
合
事

技
術
を
担
当
す
る
職
員
（
技
師
の
職
に
あ
る
職
員
を

務
所

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

務
所

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
技
術
主
査
の
職
に
あ
る
職
員
に

あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員

あ
つ
て
は
、
電
気
若
し
く
は
機
械
を
担
当
す
る
職
員

又
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
限
る
。

又
は
再
任
用
職
員

に
限
る
。

以
下

略

以
下

略


